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TOBU BUS GROUP NEWS RELEASE 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東武バスグループの東武バスセントラル株式会社（本社：東京都足立区、社長：岩田敏之）、東武バスウエスト 

株式会社（本社：埼玉県さいたま市、社長：金井応季）では、２０２５年１２月１５日に行った、埼玉県内（一部 

東京都内および千葉県内への乗入れ系統含む）における路線バス（乗合バス）の上限運賃変更認可申請について、

本日３月３日、関東運輸局より認可を受けましたので、以下のとおり運賃改定を実施いたします。 

日頃より、ご利用いただいておりますお客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も公共交通事業者として

「安全・安心」を確保するとともに、管理体制のスリム化や間接部門の集約化など、効率的なグループ経営を 

より一層推し進めてまいりますので、何卒事情をご賢察のうえご理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

１．改定内容 

（１）東武バスセントラル株式会社 

① 改定実施日   ２０２６年 ３月２８日（土） 

② 対象路線    埼玉県内の全路線（一部東京都内および千葉県内への乗入れ系統含む） 

③ 運賃比較表 

初乗り運賃 

現行運賃 実施運賃※１ 申請（上限）運賃※２ 

現金・ＩＣカード 現金・ＩＣカード 現金・ＩＣカード 

２００円 ２２０円 ２６０円 

同 定期券 

(通勤 1か月) 
９，０００円 ９，９００円 １１，７００円 

※１ 実施運賃は、認可が得られた上限運賃の範囲内で実施する、実際にお客様から収受する運賃額です。 

※２ 申請（上限）運賃は、事業の経営に必要な原価に応じて算出される、バス事業者が収受してもよいとされる運賃の上限額です。 

④ 主要区間の運賃 

区 間 

片道運賃 定期券（通勤１か月） 

現行運賃 実施運賃 
現行 改定後 

現金・ＩＣカード 現金・ＩＣカード 

吉川駅北口～吉川きよみ野 ２１０円 ２３０円 ９，４５０円 １０，３５０円 

獨協大学前駅東口～工業団地南 ２６０円 ２８０円 １１，７００円 １２，６００円 

草加駅東口～八潮駅北口 ２８０円 ３１０円 １２，６００円 １３，９５０円 

〒131-8508 東京都墨田区押上 2-18-12 

東武バス株式会社 経営企画部 総務担当 

TEL：03-3621-0102 FAX：03-3621-5313 

ホームページ： https://www.tobu-bus.com/ 
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路線バス（乗合バス）の運賃改定実施について 
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（２）東武バスウエスト株式会社 

① 改定実施日   ２０２６年 ３月２８日（土） 

② 対 象 路 線   埼玉県内の全路線（一部東京都内への乗入れ系統含む） 

③ 運賃比較表 

初乗り運賃 

現行運賃 実施運賃※１ 申請（上限）運賃※２ 

現金・ＩＣカード 現金・ＩＣカード 現金・ＩＣカード 

２００円 ２２０円 ２６０円 

同 定期券 

(通勤 1か月) 
９，０００円 ９，９００円 １１，７００円 

※１ 実施運賃は、認可が得られた上限運賃の範囲内で実施する、実際にお客様から収受する運賃額です。 

※２ 申請（上限）運賃は、事業の経営に必要な原価に応じて算出される、バス事業者が収受してもよいとされる運賃の上限額です。 

④ 主要区間の運賃 

区 間 

片道運賃 定期券（通勤１か月） 

現行運賃 実施運賃 
現行 改定後 

現金・ＩＣカード 現金・ＩＣカード 

川越駅～神明町車庫 ２２０円 ２５０円 ９，９００円 １１，２５０円 

大宮駅西口～シティハイツ三橋 ２４０円 ２８０円 １０，８００円 １２，６００円 

志木駅東口～富士見高校 ３１０円 ３５０円 １３，９５０円 １５，７５０円 

 

※ 運賃改定により、お手持ちの金額式 IC 定期券の設定金額より片道運賃が高くなった場合、お支払い時に 

差額分をチャージ残額より引き去りいたします。（例：２００円区間が２２０円区間に改定された場合、改定日 

以降は自動的にチャージ残額より差額の２０円を、ご乗車の都度引き去りいたします） 

金額式 IC定期券の取扱い等につきましては、ホームページをご参照ください。 

※ ６５歳以上のお客様を対象に発売している「ラブリーパス」については、発売金額を据え置きます。 

 

２．改定後の運賃について 

各路線の改定後の運賃については、弊社ホームページ内の「運賃・距離証明書発行」ページにて、 

３月４日（水）より検索いただけます。（検索開始日が変更となる際は、あらためてホームページにてご案内 

いたします） 

また、その他のご不明点等につきましては、近隣の東武バスグループ各事業所へお問い合わせを 

いただきますようお願いいたします。各事業所の一覧はホームページをご覧ください。 

【URL】 

○「運賃・距離証明書発行」ページ：https://transfer-cloud.navitime.biz/tobubus?feature=fareCertificate 

※ 改定後の運賃を確認する際は、日付を「３月２８日」以降に設定のうえ検索ください。 

○東武バスグループ事業所一覧：https://www.tobu-bus.com/pc/office/ 

※ 各事業所におけるお電話の受付時間は、９：００～１８：００でございます。 

 

３．その他 

このたびの申請内容については、２０２５年１２月１５日付のニュースリリース「路線バス（乗合バス）の上限運賃

変更認可申請について」をご参照ください。 

【URL】 https://www.tobu-bus.com/uploads/files/release_2025.12.15.pdf  

以 上 

【このリリースに関するお問合せ先】 

東武バス株式会社 経営企画部（総務担当） 森田・金子  ☎03-3621-0102 

https://transfer-cloud.navitime.biz/tobubus?feature=fareCertificate
https://www.tobu-bus.com/pc/office/
https://www.tobu-bus.com/uploads/files/release_2025.12.15.pdf

